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第２４期 第３回別海町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年８月３１日（月） 午前１０時００分から午前１２時００分 

 

２ 開催場所  別海町役場 町議会第２．３号委員会室 

 

３ 出席委員 （２６人） 

 

会長      ２７番 小 野 榮 一 

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝 

 

委員       １番 及 川 哲 夫 

         ２番 山 崎   茂 

                 ３番 齊 藤 主 夫 

                 ４番 市 川 義 晴 

                 ５番 石 毛   剛 

                 ６番 藤 田 浩 義 

                 ７番 中 洞   薫 

                 ８番 加 藤 真 純 

                 ９番 畠 山 友 子 

                １０番 大 内 敏 光 

                １１番 芳 賀   均 

                １２番 中 村 繁 男 

                １３番 小 島   敏 

                １４番 羽 石 健 一 

                １５番 加 藤 和 広 

                １６番 内 藤 宏 幸 

                １７番 阿 部   浩 

                １８番 藤 井   実 

                １９番 木 幡   誠 

                ２１番 山 田 良 雄 

                ２２番 押 田 賢 二 

                ２３番 林   武 雄 

                ２４番 伊 藤 一 吉 

                ２５番 竹 花 新 吉 

 

 

４ 欠席委員          ２０番 浦 山 宏 一 
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５ 議事日程 

 

    第 １ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について(農業経営基盤強化促進法) 

    第 ２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について(別海町農地移動適正化あっせん基準) 

    第 ３ 報告第３号 農地法第４条許可書の交付について 

第 ４ 報告第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の取下げについて 

第 ５ 報告第５号 農地法第５条許可書の交付について 

第 ６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

第 ７ 報告第７号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 

第 ８ 報告第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地利用 

状況の報告について 

第 ９ 議案第１号 農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について 

第 10 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請について 

第 11 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

第 12 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第 13 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第 14 議案第６号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

第 15 議案第７号 現況証明願いについて 

 

 

６ 農業委員会事務局職員 

        事務局長     中 村 公 一  農地調整担当主任  山 下 真 弘 

        総務担当主幹    木 直 人  農地調整担当主事  齊 藤 一 真 

        農地調整担当主査 藤 巻 成 司   

 

 

 

 

７ 傍 聴 人  な し 

 

 

 

 

８ 議事録署名委員      議席 ３番  齊 藤 主 夫 

議席 ４番  市 川 義 晴 
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を記載したものである。 

 

 

令和２年８月３１日 

 

署名者 

 

議   長    小 野 榮 一      ㊞ 

 

議席 ３番    齊 藤 主 夫      ㊞ 

 

議席 ４番    市 川 義 晴      ㊞ 
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９ 会議の概要 

事 務 局 

(中村局長) 

ただいまから第３回別海町農業委員会総会を開催いたします。はじめに、小野

会長よりご挨拶をいただきます。 

会長 皆さんおはようございます。 

～８月の公務報告がある～ 

本日は報告８件、議案７件です。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

（中村局長） 

ありがとうございました。 

それでは総会の議長につきましては、会議規則第５条に基づきまして会長が議

長となります。小野会長よろしくお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

議事に入ります。議事録署名委員は、議席３番齊藤委員、４番市川委員です。

よろしくお願いします。欠席委員は、議席２０番浦山委員です。 

それでは、「日程第１ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について」を議

題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(齊藤主事) 

【報告第１号朗読】 

報告第１号 

農地等あっせん結果の報告について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく利用権の設

定等についてあっせんの申出があり、あっせんを行ったので報告する。 

【報告第１号内容説明】 

本件は全部で１０件ございます。第１号から第４号まで農地所有者から所有権

の移転に係るあっせんの申出があり、周辺地域における農用地の保有状況、利用

状況、将来性を踏まえ農地中間管理機構の買入れが必要との判断から調整を行い

ましたが、双方の合意が得られず不成立となったものであります。今後の取り扱

いについては後の議案第２号で提案し御審議いただく予定です。第５号から第１

０号までは、本年７月総会で報告させていただきましたが、農用地の価格につい

て意向が一致せず不調に終わったため、関係規定に基づき町長に対し買入れ協議

の要請に取り組んだところ、このたび協議が整う運びとなったものです。今後の

取り扱いについては後の議案第６号で提案し御審議いただく予定であります。そ

れでは朗読させていただきます。 

第１号。あっせん候補者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団

法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん対象地、□□-□外３０筆、計７

７２，１２１㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん委員、山田委員外

８名。あっせん結果、不成立。 

次号から第４号まであっせん結果、次号から第１０号まであっせん候補者は同

文ですので朗読を省略します。 

第２号。あっせん対象地、□□-□外２３筆、計４１７，８６０㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、同上。 

第３号。あっせん対象地、□□-□外１７筆、計４８７，０２２㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、同上。 

第４号。あっせん対象地、□□-□外３０筆、計８６８，６４９㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、大内委員外５名。 

第５号。あっせん対象地、□□-□外３７筆、計７９５，３７７㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、同上。あっせん結果、成立。あっせん価

格、□円。 

次号から第１０号まであっせん結果は同文ですので朗読を省略します。 
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第６号。あっせん対象地、□□-□外１５筆、計４７６，９７４㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、同上。あっせん価格、□円。 

第７号。あっせん対象地、□□-□外１２筆、計３６９，００９㎡。農地の所有

者、□□丁目□番□号、□。あっせん委員、同上。あっせん価格、□円。 

第８号。あっせん対象地、□□-□外８筆、計１７５，５２４㎡。農地の所有者、

□□番地の□、□。あっせん委員、加藤和広外５名。あっせん価格、□円。 

第９号。あっせん対象地、□□-□外９筆、計２５２，１０８㎡。農地の所有者、

□□番地の□、□。あっせん委員、加藤真純外４名。あっせん価格、□円。 

第１０号。あっせん対象地、□□-□外１０筆、計３２１，０７１㎡。農地の所

有者、□□番地の□、□。あっせん委員、加藤和広外５名。あっせん価格、□円。

以上で、報告第１号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第１号の事務局説明が終わりました。１

号から４号につきましては不成立案件ですので事務局説明とさせていただきま

す。それではあっせん委員の説明を求めます。５号につきましては議席１番及川

委員。６号、７号につきましては議席４番市川委員。８号につきましては議席１

４番羽石委員。９号につきましては議席８番加藤真純委員。１０号につきまして

は議席５番石毛委員。それでは及川委員お願いします。 

１番 

(及川委員) 

はい、説明します。□さんですが、農地売買等事業で売買することになりまし

た。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、６号、７号を市川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。□さんと□さんの件ですが、農地売買等事業で売買するこ

とになりました。近隣の農家と調整も整っております。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、８号を羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。□さんですが、今回公社に売買することになりました。近

隣の農家とも調整が整っています。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、９号を加藤真純委員お願いします。 

８番 

(加藤真純委員) 

はい、説明します。□さんが営農を中止しあっせんを行った結果、農地売買等

事業により売買することが成立した案件になります。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、１０号を石毛委員お願いします。 

５番 

(石毛委員) 

はい、説明します。□さんですが、今年営農を休止し農地売買等事業により売

買する案件になります。近隣の農家とも調整が整っておりますので、審議のほど

よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第１号の委員説明が終わりました。ここ

で、報告第１号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第１号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について」を
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議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(齊藤主事) 

【報告第２号朗読】 

報告第２号 

農地等あっせん結果の報告について 

次の者から農地等のあっせん申出書の提出があり、別海町農地移動適正化あっ

せん基準に基づきあっせんを行ったので、あっせん基準第８の２の(３)の規定に

より報告する。 

【報告第２号内容説明】 

本件は、全部で６件ございます。農地所有者の申出により新たに利用権設定等

のあっせんを行ったものであります。今後の取扱いについては後の議案第６号で

提案し御審議いただく予定でございます。それでは朗読させていただきます。 

第１号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外１筆、

計２４，３１９㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん委員、大内委員

外５名。あっせん結果、成立。あっせん価格、□円。 

次号から第６号まであっせん結果は同文ですので朗読を省略します。 

第２号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外１筆、

計３４，７９１㎡。農地の所有者、同上。あっせん委員、同上。あっせん価格、

□円。 

第３号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□、面積

７，４５１㎡。農地の所有者、あっせん委員、同上。あっせん価格、□円。 

第４号。あっせん候補者、□□番地の□、□□。あっせん対象地、□□-□外１

筆、計２７，０３７㎡。農地の所有者、□□丁目□番□号、□。あっせん委員、

同上。あっせん価格、□円。 

第５号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□、面積

１，９８５㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん委員、加藤真純委員

外４名。あっせん価格、□円。 

第６号。あっせん候補者、□□番地の□、□□。あっせん対象地、□□-□外４

筆、計２９，５１７㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん委員、加藤

和広外５名。あっせん価格、□円。以上で報告第２号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第２号の事務局説明が終わりました。こ

こであっせん委員の説明を求めます。１号から３号を議席１番及川委員。４号に

つきましては議席４番市川委員。５号につきましては議席８番加藤真純委員。６

号につきましては議席５番石毛委員。それでは及川委員お願いします。 

１番 

(及川委員) 

はい、説明します。１号から３号ですが、公社で買入が出来ない土地を一般あ

っせんしたものです。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、４号を市川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。□さんの案件ですが、公社で買入が出来ない土地を一般あ

っせんしたものです。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、５号を加藤真純委員お願いします。 

８番 

(加藤真純委員) 

はい、説明します。□さんの土地ですが、公社で買入が出来ない土地を一般あ

っせんする案件になります。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、６号を石毛委員お願いします。 
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８番 

(石毛委員) 

はい、説明します。この案件も同じく公社で買入が出来ない土地を一般あっせ

んしたものです。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第２号の委員説明が終わりました。ここ

で報告第２号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第２号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第３ 報告第３号 農地法第４条許可書の交付について」を

議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第３号朗読】 

報告第３号 

農地法第４条許可書の交付について 

農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北

海道農業会議に意見聴取した結果、許可を相当とする回答があり許可書を交付し

たので、別海町農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

【報告第３号内容説明】 

本件につきましては、第１号については令和２年６月２３日開催第３７回別海

町農業委員会総会。第２号については令和２年４月３０日開催第３５回別海町農

業委員会総会。第３号については令和２年５月２９日開催第３６回別海町農業委

員会総会。第４号については令和２年７月３１日開催第２回別海町農業委員会総

会にて御審議いただいた案件で、申請時における計画どおりですので、詳細につ

いては朗読を省略します。許可日については、第１号については、北海道農業会

議の意見聴取日である７月１７日。第２号、第３号については、別海農業振興地

域整備計画変更における計画変更完了通知がありました７月２１日。第４号につ

いては、農業委員会総会議決日である７月３１日としております。以上で報告第

３号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第３号の事務局説明が終わりました。こ

れも知事許可案件ですので事務局説明のみとします。それでは、報告第３号につ

きまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第３号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第４ 報告第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申

請の取下げについて」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明を

お願いします。 

事務局 

（山下主任） 

【報告第４号朗読】 

報告第４号 

農地法第４条第１項の規定による許可申請の取下げについて 

次の者から別海町農業委員会第２回総会(令和２年７月３１日開催)で議決され
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た農地法第４条第１項の規定による許可申請について、取り下げ願の提出があっ

たので報告する。 

【報告第４号内容説明】 

本件は、令和２年７月３１日開催第２回総会において御審議いただいた案件で、

許可申請の取下げ後に申請地を変更して再度申請を行うものであります。今後の

取扱いについては後の議案第４号で提案し御審議いただく予定です。それでは朗

読させていただきます。 

第１号。申請人、□□番地の□、□□。申請地、□□番地の□、畑、面積７１，

１６３㎡の内３，４８３．９４㎡。取下げの理由、許可申請後に申請面積の変更

が生じたため。以上で報告第４号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第４号の事務局説明が終わりました。こ

の案件は取下げ案件ですので事務局説明のみとします。それでは、報告第４号に

つきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第４号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第５ 報告第５号 農地法第５条の許可書の交付について」

を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

（山下主任） 

【報告第５号朗読】 

報告第５号 

農地法第５条の許可書の交付について 

農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北

海道農業会議に意見聴取した結果、許可を相当とする回答があり許可書を交付し

たので、別海町農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

【報告第５号内容説明】 

本件につきまして、第１号、第２号については令和２年６月２３日開催第３７

回総会。第３号については令和２年５月２９日開催第３６回総会で御審議いただ

いた案件で、詳細については申請時の計画どおりですので省略させていただきま

す。許可日につきまして、第１号、第２号については北海道農業会議の意見聴取

日である７月１７日。第３号は、別海農業振興地域整備計画変更における計画変

更完了通知がありました７月２１日としております。以上で報告第５号の内容説

明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第５号の事務局説明が終わりました。こ

れも許可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは、報告第

５号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第５号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第５号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可
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後の事業完了届について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説

明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第６号朗読】 

報告第６号 

農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

次の者から先に農地法第５条の規定により許可を受けた事業が完了した旨の届

出があったので報告する。 

【報告第６号内容説明】 

本件については、令和２年８月１９日に現地調査を行い、結果は良好でした。

報告内容については、１号について土計画高３，１４１㎥に対して出来高０㎥。

火山灰計画高９，５７９㎥に対して出来高６，０００㎥。２号は計画高３５，５

３１㎥に対して出来高１７，９４０㎥。３号は計画高１１，１４８㎥に対して出

来高８，６６２㎥であり、その他は申請時の計画どおりですので、朗読を省略さ

せていただきます。以上で報告第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の事務局説明が終わりました。こ

こで、現地調査委員の説明を求めます。１号を議席４番市川委員。２号を議席２

１番山田委員。３号を議席１４番羽石委員。それでは市川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。８月１９日に山田委員、羽石委員と現地を見てまいりまし

た。継続案件で、整地も良好で問題ないと思われます。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を山田委員お願いします。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。この場所は継続案件になりますが、播種がされていないの

で業者に注意を促しました。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。８月１９日に山田委員、市川委員と現地を見てまいりまし

た。綺麗に整地されており播種もこれからなので問題ないと思われます。よろし

くお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の委員説明が終わりました。ここ

で、報告第６号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第６号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第６号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第７ 報告第７号 農地法第６条第１項の規定による農地所

有適格法人の定期報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内

容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第７号朗読】 

報告第７号 

農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 

次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報告書の提出が

あったので報告する。 

【報告第７号内容説明】 
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今月は５件の報告がありました。いずれも農地法第２条に基づく事業要件、構

成員要件、役員要件全て満たしておりました。その他の法人名、決算期等につき

ましては、記載のとおりですので朗読を省略させていただきます。以上で報告第

７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第７号の事務局説明が終わりました。こ

の件につきまして、法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは報告第７号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第７号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第７号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第８ 報告第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第２項

第７号の規定による農用地利用状況の報告について」を議題に供します。事務局

より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第８号朗読】 

報告第８号 

農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地利用状況の

報告について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地

の利用状況報告書の提出があったので報告する。 

【報告第８号内容説明】 

今月は、□□から報告がありました。賃借権の設定を受けた農用地の利用状況

について、適正に利用している旨の報告を受けております。また、その他の要件

につきましても、要件を満たしていると考えております。決算期、受理日につき

ましても記載のとおりですので、朗読を省略させていただきます。以上で、報告

第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第８号の事務局説明が終わりました。こ

ちらも参入法人の定期報告ですので、事務局説明のみとさせていただきます。そ

れでは、報告第８号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ござい

ませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第８号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第８号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第９ 議案第１号 農地法第１８条の規定による賃貸借の解

約について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いし

ます。 

事務局 

(齊藤主事) 

【議案第１号朗読】 

議案第１号 

農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について 



 12

次の者から農地法第１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の

通知について、同条第１項の規定による可否の決定を求める。 

【議案第１号内容説明】 

本件は全部で４件ございます。借主、貸主双方の合意により解約された通知で

あり、土地の引渡の時期前６か月以内に合意解約が成立しております。それでは

朗読します。 

第１号。貸人、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３ 公益財団法人北海道

農業公社 理事長 竹林孝。借人、□□番地の□、□。解約する土地、□□-□外

８筆、計１２０，６１２㎡。利用権の種類、賃借権。契約期間、令和元年１１月

１日から令和６年８月２９日。合意解約成立の日、令和２年８月１１日。土地の

引渡の時期、令和２年８月１２日。解約の理由、合意解約。 

次号から第４号まで利用権の種類、解約の理由は同文ですので朗読を省略しま

す。 

第２号。貸人、同上。借人、□□番地の□、□。解約する土地、□□-□外４筆、

計１８９，９３１㎡。契約期間、令和元年５月３１日から令和３年７月３１日。

合意解約成立の日、土地の引渡の時期、同上。 

第３号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□外８筆、計１４８，１４７㎡。契約期間、平成３０年３月２９日から令和

１０年３月２８日。合意解約成立の日、土地の引渡の時期、同上。 

第４号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□外５筆、計１４３，６９３㎡。契約期間、平成３０年２月２８日から令和

１０年２月２７日。合意解約成立の日、令和２年７月３１日。土地の引渡の時期、

令和２年７月３１日。以上で議案第１号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第１号の事務局説明が終わりました。こ

の案件につきましても合意解約案件ですので、事務局説明のみとさせていただき

ます。それでは、議案第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質

問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１０ 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買入

れ協議に係る要請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の

説明をお願いします。 

事務局 

(齊藤主事) 

【議案第２号朗読】 

議案第２号 

農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく農用地所有

権移転のあっせん申出があったので、同法第１６条第１項の規定により、当会は

別海町長に対し同条第２項の規定による通知をするよう要請する。 

【議案第２号内容説明】 

本件は４件ございます。先の報告第１号で不成立となった案件の農地所有者で、

あっせんの申出があったものであります。第１号から第４号まで同様の内容とな
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っており、１の所有権移転のあっせん申出者につきましては、報告第１号におい

て所有者として朗読させていただきましたので省略させていただきます。次に２

の申出を受けた日につきましては令和２年８月１７日。３の調整の経過は、あっ

せん会議を開催し調整を図ったが農用地の価格について所有者と農地中間管理機

構の意向が一致せず調整は不調に終わったという内容でございます。４の当該農

用地の利用集積に係る意見については、優良農地等であり効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農用地の利用集積を図るため、農地中間管理機構による

買入が特に必要と認められるという内容で要請いたします。以上で、議案第２号

の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第２号の事務局説明が終わりました。こ

の件につきましても買入要請案件ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは議案第２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第２号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１１ 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願い

します。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第３号朗読】 

議案第３号 

農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

次の者から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第３号内容説明】 

農地法第３条許可申請につきまして、別添資料調査書を配布しておりますので

併せて参照願います。 

第１号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外５筆、計１４３，６９３㎡。

許可を受けようとする理由。貸人は、農地を有効活用のため賃貸するものである。

借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は、許可日から

１０年間です。賃貸価格は□円です。 

第２号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地□、□□。借人、□□番地□、□

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積４８，２６２㎡。許可を受

けようとする理由。貸人は、農地を有効活用のため賃貸するものである。借人は、

経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は、許可日から３年間で

す。賃貸価格は、□円です。以上で議案第３号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第３号の事務局説明が終わりました。こ

こで、現地調査委員の説明を求めます。１号、２号を議席２１番山田委員お願い

します。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。１号は先程賃貸借の解約があった土地です。□さんが法人

を設立したので新たに賃貸をする案件です。２号は□と□が新たに賃貸する案件
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です。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第３号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第３号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１２ 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願い

します。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第４号朗読】 

議案第４号 

農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

次の者から農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第４号内容説明】 

本件申請につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計

画及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れが無いものと

判断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積７１，１６３㎡の内

２，９８５．０８㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、乾乳舎外３，９００．

６０㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第４条第６項。土地利用計

画、農用地。転用者、□□番地の□、□□。本件の転用面積と計画面積の違いは、

農地以外の土地があるためです。本申請は報告第４号で取下げのあった案件で、

面積を訂正し再度申請するものです。申請時に現地調査をしていますので調査委

員の内容説明につきましても省略させていただきます。以上で議案第４号の内容

説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第４号の事務局説明が終わりました。こ

こで質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第４号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１３ 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願い

します。 

事務局 

（藤巻主査） 

【議案第５号朗読】 

議案第５号 

農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

次の者から農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 
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【議案第５号内容説明】 

本件申請につきまして、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計画

及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れがないものと判

断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積３５，２７

５㎡の内１３，９５８㎡。契約内容、使用貸借。目的、砂、土採取。計画内容、

砂採取量外３１，３２７㎥。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法施行令

第１１条第１項第１号。土地利用計画、農用地。所有者氏名、□□番地の□、□。

転用者氏名、□□条□丁目□番地□、□□。 

次号の転用基準、土地利用計画は同様の内容ですので朗読を省略します。 

第２号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積９４，２１

３㎡の内１３，９２８㎡。契約内容、使用貸借。目的、砂、火山灰、土採取。計

画内容、砂採取量外４０，３３０㎥。所有者氏名、□□番地の□、□。転用者氏

名、□□条□丁目□番地□、□。以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第５号の事務局説明が終わりました。こ

こで現地調査委員の説明を求めます。１号、２号を議席１４番羽石委員お願いし

ます。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。１号ですが継続案件になります。現在の続きを採取するも

ので問題ないと見てまいりました。２号ですが、８月１９日に山田委員、市川委

員と見てまいりました。畑の傾斜を平にするために採取するもので、問題ないと

見てまいりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第５号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第５号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１４ 議案第６号 別海町農用地利用集積計画の決定につ

いて」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

（齊藤主事） 

【議案第６号朗読】 

議案第６号 

別海町農用地利用集積計画の決定について 

別海町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の(６)による計

画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。 

【議案第６号内容説明】 

本件は、全部で２８件ございます。内訳は、所有権の移転が２４件。利用権の

設定が４件です。所有権の移転第１号から第６号につきましては、報告第１号で

説明済み。第７号から第１６号につきましては、５年前の一時貸付時にあっせん

結果の報告で説明済み。第１７号から第２２号につきましては、報告第２号で説

明済みですので事務局説明とさせていただきます。それでは議案の内容について

朗読します。所有権の移転第１号から第６号までは報告第１号と内容が重複しま

すので詳細のみ朗読させていただきます。 

第１号。利用目的、牧草畑として利用。所有権の移転時期、令和２年９月１日。 
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対価□円。対価の支払い方法、指定口座に振込。対価の支払い期限、令和２年１

０月１４日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間の法律関係、売買。 

次号から第６号まで利用目的、対価の支払い期限、次号から第２３号まで対価

の支払い方法、引渡の時期、当事者間の法律関係、次号から第２４号まで所有権

の移転時期は同文ですので朗読を省略します。 

第２号。対価□円。 

第３号。対価□円。 

第４号。対価□円。 

第５号。対価□円。 

第６号。対価□円。 

第７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計４４，５２７㎡。所有権の移転をする者、札幌市中央区

北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。利

用目的、牧草畑として利用。対価□円。対価の支払い期限、令和３年２月２６日。 

次号から第９号まで対価の支払い期限、次号から第１６号まで所有権の移転を

する者は同文ですので朗読を省略します。 

第８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□外１４筆、計６５３，２４５．２４㎡。利用目的、牧草畑、採草放牧

地及び農業用施設用地として利用。対価□円。 

第９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□、面積２５，１５９㎡。利用目的、牧草畑として利用。対価□円。 

次号から第１３号まで利用目的は同文ですので朗読を省略します。 

第１０号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外７筆、計８９，３６１㎡。対価□円。対価の支払い期限、令和３

年３月２２日。 

次号から第１３号まで対価の支払い期限は同文ですので朗読を省略します。 

第１１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外６筆、計１２２，５３２㎡。対価□円。 

第１２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計１０８，４５０㎡。対価□円。 

第１３号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外２筆、計１５７，４２９㎡。対価□円。 

第１４号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１７筆、計４３１，５２８．１０㎡。利用目的、牧草畑及び農業

用施設用地として利用。対価□円。対価の支払い期限、令和３年３月３１日。 

次号から第１６号まで利用目的、対価の支払い期限は同文ですので朗読を省略

します。 

第１５号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外７筆、計２２４，０４７．７７㎡。対価□円。 

第１６号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１７筆、計４２６，５３１．２１㎡。対価□円。 

第１７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計２４，３１９㎡。所有権の移転をする者、□□番地の□、

□。利用目的、牧草畑として利用。対価□円。対価の支払い期限、令和２年１１

月３０日。 
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次号から第２３号まで対価の支払い期限は同文ですので朗読を省略します。 

第１８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計３４，７９１㎡。所有権の移転をする者、同上。利用目

的、採草放牧地として利用。対価□円。 

第１９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□、面積７，４５１㎡。所有権の移転をする者、同上。利用目的、牧

草畑として利用。対価□円。 

第２０号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□外１筆、計２７，０３７㎡。所有権の移転をする者、□□丁目□

番□号、□。利用目的、採草放牧地として利用。対価□円。 

第２１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□、面積１，９８５㎡。所有権の移転をする者、□□番地の□、□。

利用目的、牧草畑として利用。対価□円。 

第２２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□外４筆、計２９，５１７㎡。所有権の移転をする者、□□番地の

□、□。利用目的、牧草畑及び採草放牧地として利用。対価□円。 

第２３号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□、面積１３６，７８７㎡。所有権の移転をする者、□□番地の□、

□□。利用目的、牧草畑として利用。対価□円。調整委員、市川委員、大内委員

です。 

第２４号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□、面積１，４８６㎡。所有権の設定をする者、□□番地の□、□。

利用目的、同上。引渡の時期、令和２年９月１日。当事者間の法律関係、贈与。

調整委員、浦山委員、羽石委員です。 

次から利用権の設定になります。 

第１号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□□。利用権を設定する土

地、□□-□外８筆、計１２０，６１２㎡。利用権の設定をする者、札幌市中央区

北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。利

用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和２年９月１日。終期、

令和６年８月２９日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年、１２月１０日

までに指定口座に振込むものとする。当事者間の法律関係、賃貸借。調整委員、

山田委員、山崎委員。 

第２号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□□。利用権を設定する土

地、□□-□外４筆、計１８９，９３１㎡。利用権の設定をする者、利用権の種類、

内容、始期、同上。終期、令和３年７月３１日。借賃、年間□円。借賃の支払い

方法、当事者間の法律関係、同上。調整委員、竹花委員、木幡委員。 

第３号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□□。利用権を設定する土

地、□□-□外８筆、計１４８，１４７㎡。利用権の設定をする者、□□番地の□、

□。利用権の種類、同上。内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、同上。

終期、令和１２年８月３１日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年、１１

月末日までに指定口座に振込むものとする。当事者間の法律関係、同上。調整委

員、山田委員、山崎委員。 

第４号。利用権の設定を受ける者、同上。利用権を設定する土地、□□-□、面

積８，７６１．３４㎡の内２，４３１㎡。利用権の設定をする者、同上。利用権

の種類、使用貸借権。内容、採草放牧地として利用。始期、終期、同上。当事者
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間の法律関係、使用貸借。調整委員、同上。以上で議案第６号の内容説明を終わ

ります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第６号の事務局説明が終わりました。所

有権の移転第１号から第２２号につきまして、買戻し案件及び報告第１号、第２

号で説明済みですので事務局説明とさせていただきます。それでは調整委員の説

明を求めます。所有権移転第２３号を議席４番市川委員。第２４号を議席１４番

羽石委員。利用権設定第１号を議席２１番山田委員。第２号を議席２５番竹花委

員。第３号、第４号を議席２１番山田委員。それでは所有権の移転第２３号を市

川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。□が畑を一括化したいということで、□に売買する案件に

なります。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２４号を羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。場所は□さんと□さんの境界になります。若干畑の部分が

□さんの土地に入っているため、贈与により処分することになりました。よろし

くお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、利用権の設定第１号、第３号、第４号を山田委員お願いします。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。１号、３号、４号ですが、□さんが法人を設立したので個

人から法人へ賃貸及び使用貸借を結ぶ案件です。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を竹花委員お願いします。 

２５番 

(竹花委員) 

はい、説明します。この案件は当初、□さんと公社が賃貸契約をしていました

が、法人を設立したため新たに賃貸契約をするものです。以上です。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第６号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

はい、山田委員。 

２１番 

(山田委員) 

所有権の移転第１４号から第１６号の利用目的に、牧草畑及び農業用施設用地

として利用とあるが、具体的にどのような物を指すのですか。 

事務局 

(齊藤主事) 

説明します。この案件は新規就農者でリース事業を活用しています。対象地に

牛舎等を含んでいるため、この様な記載となっております。 

議長 

(小野会長) 

よろしいですか。そのほか御質問ございませんか。無ければ議案第６号につき

まして採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、原案のとおり許可することに決定します。 

続きまして、「日程第１５ 議案第７号 現況証明願いについて」を議題に供し

ます。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第７号朗読】 

議案第７号 

現況証明願いについて 

次の者から現況証明願いが提出されたので、北海道農地法関係事務処理要領第

９の４の規定により証明する。 

【議案第７号内容説明】 

第１号。所在、□□-□、面積６，３１４㎡。利用状況、山林。所有者、□□番

地の□、□。 
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現地調査委員につきましては記載のとおりですので省略し、次号からも同様と

させていただきます。 

第２号。所在、□□-□、面積３，９４９㎡。利用状況、原野。所有者、□□番

地の□、□。 

第３号。所在、□□-□、面積５０４㎡。利用状況、原野。所有者、□□番地の

□、□。 

第４号。所在、□□-□、面積１，８０８㎡。利用状況、原野。所有者、□□番

地の□、□。 

第５号。所在、□□-□、面積５８，１４２㎡。利用状況、原野。所有者、□□

番地の□、□。以上で議案第７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第７号の事務局説明が終わりました。そ

れでは現地調査委員の説明を求めます。１号を議席２１番山田委員。２号を議席

４番市川委員。３号を議席１４番羽石委員。４号を議席４番市川委員。５号を議

席２１番山田委員。それでは１号を山田委員お願いします。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。１号ですが場所は住宅裏手の雑木林で、非農地として見て

まいりました。５号ですが牛舎や機械が置いてあり、こちらも非農地として見て

まいりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号、４号を市川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。２号ですが、□さんの住宅周りに一部荒地があり、そこを

地目変更する案件になります。４号ですが、過去に地目変更の申請をした土地で

すが、それから一度も牧草を刈っておらず、畑として使用するのは無理と判断し

非農地として見てまいりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。８月１９日に山田委員、市川委員と現地を見てまいりまし

た。場所は□さんの敷地に入る道路と住宅の間で、木などが生えており原野とし

て見てまいりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第７号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第７号を原案のとおり許可することに決

定します。 

以上で、本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第３回総会を閉会します。 

 


